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論 説 

事業者ＤＸのための民間と各税・社会保険当局の役割 

－データの分断・重複を避けるためにはどうしたらいいのか－ 

 

熊本国税局長  

初 谷 武 志 

 

◆SUMMARY◆ 

 
 昨今、あらゆる分野においてＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）が謳われてい

るが、民間事業者を基軸に考えると、そもそも取引がデジタル化されていない、デジタル化

はされているが次のデータ処理への移行ができない（スムーズでない）などの課題があると

思われる。また、各行政機関がそれぞれの行政機能を分担管理していることを前提とすれば、

社会全体でみると同じ（ような）データが別々に各機関に流れ、また、中間作成資料も多い、

同じ（ような）データが様々なところで別々に保管されている、などの、全体としての無駄

も懸念されるところである。 

 すなわち、取引には、本業取引や経費支払い、従業員への給与支給など様々な種類のもの

があるが、これらが、たとえ異なるシステム系列のものであっても、共通フォーマット的な

ものがあって、あるソフトから次段階のソフトにデータがスムーズに引き継げれば、効率化

効果が期待できる。また、事業者から従業員への給与の支払いは、国税の源泉徴収、地方税

の特別徴収、社会・労働保険料の算定等、様々な局面での標準となるので、基データは各行

政機関がそれぞれ提出を受けるのではなく、どこか一か所に置いておき、それを各機関が見

に行く方が社会全体としては効率的であろう。 

 もちろん、民間の競争社会や行政機能にかかる制度面等に鑑みれば大きなネックは想像に

難くないが、将来にわたってはこれら課題を官民双方での協議のもとに解消していければ社

会全体のデジタル化は飛躍的に進むのではないか。この稿ではこういった問題意識を基に、

真に社会がＤＸを進めていくための方策を検討していきたい。 

（税大ジャーナル編集部） 
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本内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式

見解を示すものではありません。 
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はじめに－問題意識と打開策－ 

 近年、あらゆる分野においてＤＸ－デジタ

ル・トランスフォーメーション－が謳われて

いる。これまで行われてきた業務のデジタル

化だけではなく、それを超えて業務の在り方

をも変革するトランスフォーメーションに取

り組むことがその内容である(1)。国税庁も令

和３年６月に税務行政のＤＸを図るべく「税

務行政のデジタル・トランスフォーメーショ

ン－税務行政の将来像 2.0－」を、また、令和

５年６月には「税務行政のデジタル・トラン

スフォーメーション－税務行政の将来像 

2023－」（以下「将来像 2023」という。）を発

表し、後者においては新たに事業者のデジタ

ル化促進も打ち出すなどの項目を盛り込み、

取組みを進めているところである。 

 国税業務全般にかかるＤＸを進めるために

は、上記将来像 2023 において「事業者のＤ

Ｘ促進」も謳っているように、税務当局内部

の事務だけのＤＸを図っても、また、当局の

都合でＤＸを考えて納税者にそれに対応する

取組みをお願いしても進められるものではな

く、民のＤＸを視野に入れて、国税当局以外

の類似の機能を有する行政機関（地方税、年

金や健康保険、労災・雇用等の社会・労働保

険関係）とも足並みを揃えて事業者と当局と

のインターフェイス部分を可能な限り共通化

しなければならないのみならず、また、それ

ら行政機関の事後の確認、調査・検査をも視

野に入れ、更には税務申告等に至る前の事業

者（企業）内での民間会計・業務にも踏み込

んで検討する必要がある。その意味で、令和

５年６月の発表で国税庁が積極的に事業者の

ＤＸを促進する姿勢を示したことは、一定の

意義があるものと言えよう。事業者のＤＸが

国税全体のＤＸには不可欠という意識の表れ
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と思われる(2)。では、民間の事業者がＤＸを

進める上で何がネックとなっているであろう

か。一事業者から見た場合、様々な取引先や

金融機関、行政当局のシステム・データ形式

に合わせなければならない部分が多い中、自

社内でもその時の事情によって取り入れた各

システムの仕様が異なり連携が不十分である

など、それぞれのシステムに対応するため、

あるいはシステム間の繋ぎに部分的にマンパ

ワーによる入力・確認作業が必要となるなど、

各システムへの対応に苦慮しているのではな

いだろうか。各システムも競争（顧客囲込み）

を前提とする民の世界（官も含まれるが）の

中では、連携による利便性は第一優先とはな

らないであろうし、レッセフェールでは事態

は解決しないのではと思われる。また、「保存

用データ」という観点から見た場合、クラウ

ドの活用により一工夫できそうである。例え

ば個人の確定申告の場面を想定した場合、納

税者には申告書を作成するためのデータ（そ

のうち一部は添付書類として整理して提出）、

申告書データを保存する義務があり、提出を

受けた当局も申告書データ、添付書類（デー

タ）の保存義務があるが、社会全体でみると

これらのデータは重複していて、データベー

スの維持管理そのものにもコストがかかるこ

とから無駄が生じていると見ることもできる。

また、従業員への給与の支払いに光を当てて

みると、これらは所得税・住民税の面からは

源泉徴収・特別徴収のベースとなるデータで

あるが、同時に健康保険料や年金保険料の賦

課徴収のベースともなっており、労災・雇用

保険の面においても一部同様のデータを確認

する局面があるなど、全体を俯瞰して見れば

同じようなデータを様々なところが別の形で

作成・保有している状態となっている。「申告

書」そのものは、その性質により、あるいは

法律上「提出」をしなければならないのかも

しれないが、添付書類的データなどは、「デー

タを送って、送る側と受け取る側双方でデー

タを保有する」ことから脱却し、「データはク

ラウドに上げて、参照をする当局がその部分

に限ってアクセス権を持ち参照する」ことと

すれば、社会全体のデータの効率化に向かっ

て進めるのではないかと思われる。 

 以上のように、本稿では、大きく二つ、事

業者ＤＸのネックを解消するための、①民間

会計・業務の中での標準連携フォーマットと

②クラウドの活用による様々な機関の限定ア

クセス権によるデータ参照方式を提案したい。

なお、著者の勉強不足により同様の発想のも

とに実現されている部分が抜け落ちていたり、

誤解や思い込みによる考え違いをしていたり

ということがあるかもしれないが、その点は

ご容赦願いたいとともに、ご指摘を賜れば幸

いである。また、本稿の記述は国税庁や熊本

国税局の見解を代表するものではなく、あく

まで著者個人の私見である旨をお断りしてお

く。 

Ⅰ ＤＸの動きと問題意識 

 税務を広く取り巻く分野のＤＸの動きとし

て、以下が挙げられる。すなわち、経済産業

省が平成 30年（2018年）９月７日「デジタ

ル・トランスフォーメーションに向けた研究

会」の報告書として、『ＤＸレポート～ＩＴシ

ステム「2025年の崖」の克服とＤＸの本格的

な展開』(3)を発出し、企業のＤＸについて各

種提言を発出した。また、令和２年（2020年）

12月 25日閣議決定「デジタル社会の実現に

向けた改革の基本方針」においては行政の、

また、社会全体のデジタル・トランスフォー

メーションの必要性が示され、国税庁も令和

３年（2021年）６月 11日「税務行政のデジ

タル・トランスフォーメーション－税務行政

の将来像 2.0－」を、令和５年（2023年）６

月には、その改訂版たる「税務行政のデジタ

ル・トランスフォーメーション－税務行政の

将来像 2023－」を発表した。これらを概観す

ると、企業の、ひいては経済社会のＤＸの動
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きに併せて、政府全体としても、税務の分野

においても、ＤＸに取り組んでいく必要があ

るということだろうが、殊に税務の分野にお

いては、各企業における経済取引に伴う記録

から、決算、申告に至るまで、更にはそれら

の確認たる調査や徴収の局面においても、行

政の業務が民間の業務と連動しているため、

企業のＤＸと行政のＤＸは不可分であり、こ

のため民間と行政との連携をより考えた取組

みが必要となる。その意味で、税務行政のＤ

Ｘを設計するに当たっては、税務行政庁内部

だけではなく、また、民間から税務行政への

インターフェイスの部分だけでなく、経理等、

民間業務内のＤＸをも視野に入れないと全体

としてのＤＸは図られないと言える。誤解を

恐れない言い方をすれば、税務行政のＤＸは、

民間のＤＸをサポートし、リードするもので

なければ、その趣旨を貫徹できないのである。 

 しかし現状はなかなか厳しい。例えば企業

の取引、記録、計算、申告・納付や、その後

の税務調査や滞納整理という、税務に関連す

る一連の業務を見るだけでも、多くの紙資料

（しかもそのうちの多くは前段階ではデジタ

ル処理されていて「活字」にはなっている）

の入力・処理・保存、異なるシステム間での

連携が難しいための再入力、同一データから

相手先に合わせてデータを加工などした上で

の申告、提出、納付などがなされる。各企業

のバックオフィス業務に携わる方々は、特に

申告等の各イベントがある「繁忙期」ごとに

忙殺されているはずだが、作業の多くの部分

が効率化可能な業務なのではないだろうか。

これらの点に関して、官の領域に入る前の、

民の中での「データの途切れ」に対して、何

か対策が打てないか、更には、それらがデー

タの過不足なく、またデータが途切れること

なく官の側に届けられるためにはどういった

工夫が必要なのか、をしっかりと考える必要

がある。 

 また、社会全体のＤＸの観点から、官民を

通したデータの流れだけでなく、紙資料やデ

ータの持ち方についても改善の余地があるだ

ろう。現在は、相手先ごとにアレンジした申

告書・添付書類を紙やデータで提出し、提出

した紙でもデータでも、提出した側の民も提

出を受けた側の官も、等しく保存期間にわ

たって保管する必要がある。課税標準や税額

等、納税者が「申告」をすべき内容そのもの

については両側で保存するのもやむを得ない

だろうが、付属書類（データ）についてまで

同じものを官民双方で保管する必要があるだ

ろうか。「保管」にもコストがかかり(4)、社会

全体を見てこの保管コストを低減するための

工夫ができないだろうか。また、証拠書類と

しての紙やデータも調査・検査等の際には提

示できるように態勢を整えて保管する必要が

あるところ、現状では調査等に必要な手続き

を経て納税者の事務所に赴いてその保管にか

かる書類・データを見せてもらうことが当然

の前提であるが、ここにも社会的なコストを

低減する余地があるのではないか。さらには

先ほどの「付属書類」に関して、個々の取引

記録、決算期などに集計したもの、またそれ

らを基にして各種申告の「添付書類」の様式

に沿ってそれぞれ加工したものが必要である

が、そこにも何らかの改善の余地があるので

はないか。 

 本稿ではこれら問題意識について、①民の

領域でのデータの途切れに関する対応策（主

に受発注等の本業取引以外の部分に焦点を当

てて考察する）、②資料・データの保管に関連

する問題に関する対応策の順に、現状と課題、

解決策を以下に記述することとする。 

Ⅱ バックオフィス業務の現状と課題 

１ ある（仮想）企業の業務（現状） 

 以下はＤＸに取り組みたいがなかなか進め

ない、仮の中小企業のバックオフィス業務の

実態である。これらの現状を基に、各種課題

を抽出し、その解決策を導き出したい。 
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① 受発注業務は取引先ごとのＥＤＩ（Electric  

Data Interchange）に対応しなくてはなら

ない。主な取引先が２系列あるが、ＣＳＶ

によってデータを当社の業務システムに取

り込める１系列は、取込み時に気を遣うも

ののその後のデータ処理は比較的スムーズ

だが、他の１系列は、（発注側はデータ処理

のようだが）当社はコスト的に専門端末・

システムまでは導入しておらず、メールで

ＰＤＦが送られてきてそれを入力してから

の処理となるので、入力の手間や、たまに

入力ミスがあって当社の業務データに落と

し込むのが大変である。 

② 各種経費支払いは基本的に従業員の立替

払い原票を基にクラウド会計ソフトに手入

力しているが（締切りを守らない従業員も

多い）、まずはその支払いが経費として認め

られるものなのか、証拠書類として足りて

いるのか、をチェックし（不明点があると

従業員やその所属部署に連絡をしなければ

ならない。不十分で不明確な支払いを経費

で落とせないかという「ゴリ押し」的な申

し出にもしばしば対応を求められる）、ＯＫ

なら当社の業務システムに入力するのだが、

繁忙期は入力が遅れて処理漏れとなること

もあるほか、入力ミスもある。法人用クレ

ジットカードによる支払いや、金融機関引

き落としの会計ソフト取込みも一部実施し

ているが、何がどのデータなのかが不明瞭

で、重複や漏れのチェックが大変である。 

③ 従業員への給与支払いは、勤怠管理から

給与計算までを以前購入したソフト（会計

ソフトとは別のベンダーのもの）で行って

いる。残業時間・超過勤務手当のチェック

や社会保険・労働保険・所得税・地方税の

計算と控除は一旦当社給与担当が行うが、

社会保険の計算・支払いの最終チェックは、

必要なデータを保存して渡し、社会保険労

務士にお願いしている。月次給与からは、

まず所得税は源泉徴収の表に従って計算、

住民税は６月の賦課決定通知額によって、

年金・健康・介護の各保険料は給与に大幅

な変動がない限り７月に計算した標準報酬

月額にそれぞれの保険料率をかけて、雇用

保険料も月額の給与に従業員負担分の率を

かけて計算する。計算結果によって、各役

所への納付分とそれぞれの従業員への振込

分とを表にして金融機関に持ち込む。国税

はじめいろいろなところからキャッシュレ

ス化は言われるが、それぞれやり方が違う

し、キャッシュが残るところもあるので、

これまで通り銀行に支払い明細の表を持ち

込む方が楽である。なお、途中で固定給が

大きく変わる従業員がいると社会保険の随

時改定の対象になり、届を作成して提出し

なければいけないのでちょっと手間がかか

る。また、会計ソフトには合計額をまとめ

て入力することにしているが、データで流

せればいいのになぁ、と毎月思う(5)。 

④ 決算期は大変である。各種の締めを設け

ているのだが、仮で入力をされたままの項

目も多く、その解明・整理もしなければな

らない。締めの結果を見て「何でこんなこ

とになっているのか」と現場責任者が経理

にクレームをつけるような場面にも出くわ

す。入力ミスが原因だったり、データは正

しいのだが現場の期中管理が甘かったり、

ということがほとんどなのだが。 

⑤ ６月、７月は社会保険・労働保険の作業

が多くなる。この時期には前年４月から本

年３月までの賃金総額を基に労働保険の概

算・確定保険料を申告・納付しなければな

らないのと、従業員ごとに４月～６月の給

与支払額を基に社会保険の標準報酬月額の

定時決定という手続きがあり、こちらも被

保険者報酬月額算定基礎届を提出しなけれ

ばならない。給与・賃金についてのデータ

は社労士さんに提出しているのだが、社労

士さんからデータの中身についてあれこれ

聞かれるなどして給与担当は６、７月の残
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業が多くなる。 

⑥ 11月からは年末調整の季節、給与担当は

この時期も残業続きになる。まず、扶養控

除や保険料控除に関する作業について従業

員からの問い合わせが多いほか、従業員の

書き間違いなども多い。本人に渡す源泉徴

収票は、先ほどの控除関係の入力データと

月次給与の集計はソフト任せでいいのだが、

税務署には年500万円以上の従業員の分だ

け抽出して源泉徴収票のデータを格納、各

市町村には市町村ごとに給与支払報告書の

様式が異なるので、多いところはデータを

流して印刷をかければいいが、従業員が数

人しかいない市町村には却って手間が少な

い手書きで対応してしまう。 

⑦ １月には固定資産税の償却資産の申告が

ある。基準が１月１日なので、資産の申告

として書くものは、法人税申告書に添付す

る別表十六と似たようなものなのだが、法

人税の方は、事業年度中の償却額について、

固定資産税の方は、昨年と比べて新規に取

得した資産と廃棄した資産について、と微

妙に違う。法人税でも固定資産税でも、資

産は資産なので一回で済まないかなと思

う(6)。 

 

２ バックオフィス業務等の現状と課題 

 １に、勝手な想像から、ある企業の内部業

務がデジタル化されていないが故の大変さを

記したが、以下の業務に概ね整理でき、それ

ぞれに様々な課題があるのではないだろうか。 

 

⑴ 本業としての受発注、納品・支払管理 

 企業の本業としての受発注は、大手の取引

系列の中で営業活動をしている部分は、その

取引系列におけるＥＤＩによって受発注、納

品・支払管理を行っていると思われるが、そ

の企業の取引がその取引系列のみに限定され

ていて、ＥＤＩデータを経理・会計データと

しても取り込めているのであればともかく、

複数のＥＤＩ系列に対応する場合などでデー

タ取込みができない系列がある場合、や、Ｅ

ＤＩでカバーされていない取引（中小企業間、

スポットなど）があれば、個別入力によるデ

ータ化が必要となってしまう（消費者への売

上げについてはＰＯＳデータによる管理が可

能と思われるが、本稿では記述を省略する）。 

 この点、中小企業庁においては、「中小企業

共通ＥＤＩ」を提唱し、ＩＴの利用に不慣れ

な中小企業も受発注業務のＩＴ化が実現でき

る仕組みを提案している(7)。具体的には、中

小企業共通ＥＤＩポータルサイト(8)記載のと

おり、全国 12 地域・業界を選定し、国連

CEFACT(9)に準拠した共通辞書を用いてそれ

ぞれの業種・地域毎のＥＤＩの仕組み・シス

テムの連携、更には各グループのＥＤＩを連

携できるよう、業種の垣根を越えた企業間ビ

ジネスデータ連携基盤について実証事業を行

い、受発注企業ともに約 50％の業務時間削減

効果が見られることが確認されたとのことで、

ＥＤＩの共通化の取組みが進められつつある。

なお、中小企業庁ホームページでは、後述す

る全銀ＥＤＩシステム（ＺＥＤＩ）との連携

による商流情報と決済情報とのデータ連携に

ついても触れられている。 

 このように、ＥＤＩの共通化など各取組み

によりデータ連携は進んではいるものの、未

だ道半ばであり、インボイス導入等今後の経

済社会の動きに伴ってどの程度この分野が進

展するのか、見届ける必要があるだろう。 

 

⑵ 経理・会計処理（経費処理を含む）、申告

等事務、給与関連事務 

 経理・会計処理業務については、会計ソフ

トベンダー各社から様々なソフトが出されて

いる分野でもあり、まずは経費を支払った際

の経理処理を含めた経理・会計ソフト、更に

は税の申告ソフト（経理・会計ソフトと一体

となっているものもあるが）、また勤怠管理・

給与支給にかかるソフトについて、各種のソ



税大ジャーナル 2024. 2 

 

7 

フト等の構成や代表的ベンダーのソフトによ

る処理概要等を見ていき、その課題を把握す

ることとしたい。 

 まず、各種会計ソフトの概要であるが、各

種検索結果から個人事業主がよく利用してい

るのは「弥生」、「freee」及び「マネーフォワ

ード」であろうが、会計ソフトを利用してい

ない事業主であっても、おそらく表計算ソフ

トなど何らかのデジタルツールを利用してい

るのではないかと思われる。法人事業者につ

いては、個人事業者よりも一般的に事業規模

が大きく、会計ソフト等デジタルツールを利

用して経理・会計処理を行っているものと推

測できる。 

 前述の（クラウド）会計ソフト３社のホー

ムページを見ると、最終的には会計決算や税

務申告に結びつけることとはなるのだが、

日々の記帳を簡単に入力するために、クレ

ジットカードや金融機関口座での振込記録か

らの自動仕訳や、自社の他機能ソフトや他社

ソフトからのデータ取込みに腐心しているこ

とがわかる。具体的には以下のとおりである。

なお、各ソフトを紹介する際に、基本的には

個人用の会計ソフトを題材としつつ法人用の

会計ソフトに言及する場合もあるが、どのよ

うにそのシステム体系が他と連携しているの

かに主題があるため、厳密にソフトごとの連

携を述べているわけではない点ご容赦願いた

い。 

 また、バックオフィス業務の中でも、勤怠

管理や給与計算及びそれに付属する各業務も

一定の事務量を必要とする業務である。勤怠

管理・給与計算ソフトについては、ＩＴトレ

ンド社の年間資料請求数を基にしたランキン

グによると、１位ジョブカン給与計算、２位

マネーフォワードクラウド給与、３位ジン

ジャー給与と並び、先ほどの会計ソフトとの

関連では、６位が弥生給与とされている(10)。

各種会計ソフトについて以下概観していく中

で、勤怠管理・給与計算についても触れてい

く。 

① 「弥生」 

弥生株式会社が提供する、いわゆる弥生シ

リーズには大きくクラウド型の「弥生オンラ

イン」とオンプレミス型の「弥生 24 シリー

ズ」とがある(11)。このうち、クラウド型の個

人事業主用には日々の記帳から確定申告まで

に対応する「やよいの青色申告オンライン」

（他に白色申告に対応するソフトや中小規模

法人向けの会計ソフトもある）、給与計算ソフ

トや見積・納品・請求書ソフトも用意されて

いる。 

 「やよいの青色申告オンライン」は、「スマ

ート取引取込」により銀行明細やクレジット

カードなどの取引データの取込み、ＡＩによ

り自動仕訳が行えるほか、レシートの撮影デ

ータの取込み・自動仕訳にも対応しているな

ど、顧客の入力等の手間を極力少なくできる

ような工夫が随所にみられる。他社ソフトか

らでも、ＣＳＶまたはテキストファイルが弥

生のインポート形式に従っていれば取込み可

能とある。また、オンプレソフトの「弥生会

計」では、他社データとも「YAYOI SMART 

CONNECT」(12)により各種のサービスとの連

携ができると紹介されているが、おそらく

個々のアプリ等で利用の多いものの中から、

開発コスト等を見ながらＡＰＩ連携等の開

発・調整を行い、顧客ニーズに都度応えてい

るのではないかと思われる。なお、当然のこ

とながら、これら会計ソフトは、日々の記帳

結果を基に決算や確定申告（e-Tax）にも対応

している。 

 給与ソフトのうち、主に法人向けと思われ

る「弥生給与」の機能とのデータ連携につい

ては、非常に簡単に言ってしまえば、タイム

カードから勤務実績を入力し、それを基に月

次給与や賞与等を計算していき、その計算結

果で後続処理たる社会保険料関係事務(13)や

年末調整(14)に対応している。データ連携とし

ては、「弥生給与」における給与（賞与・年末
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調整）を基に仕訳データを作成して、「弥生会

計」に転送することができる。他社会計ソフ

トへのエクスポートについてはサポートペー

ジでは探せなかったが（おそらくデータ形式

を整えてエクスポートすれば可能であろう）、

他社ソフトとの連携という意味では社会保

険・労働保険の電子申請に対応しているアプ

リケーションである「オフィスステーション」

（株式会社エフアンドエム）との連携により

当該電子申請が可能という記載があった。 

 請求書・見積書・納品書作成のクラウド請

求書ソフト「Misoca」も、これらの書類の作

成だけでなく、送付（郵送・メール）にも対

応しており、当然のことながら、同社の会計

ソフトと連携できるほか、freeeやマネーフォ

ワードと言った他社の会計ソフトとも、売上

データを送信することにより連携が可能と紹

介されている。 

 総じていえば、弥生内の各種アプリは非常

によく連携され、受発注ソフトが他社の会計

アプリと連携可能となっているのは特筆すべ

きと思われる。 

② 「freee」 

 freee 株式会社が提供するクラウド会計ソ

フト「freee会計」は個人向け、法人向けに分

かれているが(15)、いずれもクラウド型であり、

また、業務管理ソフトが、例えば「freee工数

管理」や「freee福利厚生」、「電子契約 freee

サイン」など多彩に用意されているところが

特徴的である。個人であれば、「freee 会計」

が申告、会計の双方をカバーするが、法人の

場合は、会計と申告のソフトがそれぞれ用意

されている。 

 メインページから「個人のお客様」をクリッ

クすると、「freee 会計」のページに遷移し、

確定申告についての説明はもちろんだが、請

求・見積り・発注作業も含めた経理・経営管

理にかかる説明もされており、銀行口座やク

レジットカードの明細からの自動データ取得

とＡＩによる自動仕訳についても記載がある

など、入力の手間を省くための各種の工夫が

なされている。他社ソフトとの関係では、ホ

ームページ上の「freeeヘルプセンター」(16)に

よると、「はじめかた」のパーツに「他社製品

からの乗換」という項目があるほか、他社製

品や Excelで管理下データの取込みなどにつ

いてインポートの仕方が丁寧に記載してある。 

 人事・労務ソフトとしては、「freee人事労

務」が用意されており、機能としては、労務

管理、勤怠管理、給与計算（明細作成）、年末

調整や社会保険・労働保険に対応している。

データ連携としては、SmartHR を初めとし

た各種ソフトから集計した勤怠データが同期

できるのみならず、連携アプリを用いること

などにより連携が可能となっている。なお、

他社ソフトとの連携ではないが、「freee会計

と連携しているので、承認された経費の精算

額を、該当する従業員の給与に簡単に反映で

きます。」(17)とある点も、一つ進んだ機能を有

することをうかがわせる。また、当然のこと

ながら、freee人事労務において支払った給与

額や納付した税金・保険料の経理処理も、

freee会計に入力不要で連携可能とある。他社

会計ソフトへのエクスポートについては、こ

ちらもサポートページでは探せなかったもの

の、おそらくデータ形式を整えてエクスポー

トすれば可能ではあろう。 

 freeeの場合も、同社ソフト内は非常によく

連携され、他社の特定アプリとのＡＰＩ連携

も用意されている点が特徴的と思われる。 

③ MoneyForward 

 株式会社マネーフォワードが提供する、

MoneyForward シリーズにも豊富なライン

アップが用意されている。「会計・確定申告」、

「勤怠管理」、「給与計算」の他に、「年末調整」、

「社会保険」、「固定資産」、「個別原価」、「連

結会計」など、サービスが細分化され、顧客

としては、きめ細かいニーズに合ったものを

探してその部分で導入可能となっている。 

 個人事業者をターゲットとし、仕訳・会計
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から申告までをカバーする MoneyForward

クラウド確定申告のトップページ(18)によれ

ば、①、②で紹介した他社ソフトと同様、銀

行やクレジットカードとの連携で取得した明

細からの仕訳入力や必要書類の自動作成のほ

か、家計簿データを利用した入力も可能とあ

る。また、専用のアプリが用意されており、

ＰＣを持たないユーザーのニーズにも対応し

ている点が注目される。 

 同ソフトのサポートの「サービス機能紹介」

から、他ソフトとの連携についての説明を見

ると、マネーフォワードクラウドのバックオ

フィスサービス（請求書や給与計算、勤怠管

理など）との連携がスムーズに行えることが

うかがわれる。例えば給与計算については、

「勤怠管理・給与計算から仕訳の起票まで簡

単に連携できます。」と記載されている。他社

ソフトとの連携については、他社ソフトと常

時連携を図るというよりは、他社ソフトを使

用していたユーザーがデータをMoneyForward

クラウド確定申告に移行する際の説明が主と

なっている。 

 給与業務については、MoneyForwardクラ

ウド給与がカバーしており、同社の勤怠ソフ

トに限らず、メジャーな勤怠ソフト（ホーム

ペ ー ジ 上 に 記 載 さ れ て い た の は

KINGofTIME,、ジョブカンなど８ソフト）と

はＡＰＩ連携が可能と紹介され(19)、また、給

与計算の他、所得税計算（源泉所得税）、雇用

保険料計算、社会保険料計算が可能と紹介さ

れている。会計ソフトとの連携については、

MoneyForward クラウド会計のホームペー

ジ(20)に「マネーフォワードクラウド請求書・

経費・勤怠・給与など、バックオフィスに必

要なサービスをまとめてご利用いただけま

す。」との記載がある。MoneyForward クラ

ウド給与から他社会計ソフトへのエクスポー

トについては、サポートページでは探せな

かったものの、おそらくデータ形式を整えて

エクスポートすれば可能であろう。 

 総じていえば、MoneyForwardシリーズの

アプリは細かいニーズに対応できるように各

分野に応じて用意され、シリーズ内ではよく

連携され、他社アプリとの常時連携は、一般

的には一部分野に限られているものの、給与

ソフトについては前段階あるいは後段階のサ

ービスを提供する他社アプリとよく連携され

ていると思われた。 

 以上各社のソフトをざっと概観してきたが、

前述のとおりソフトの種類としては、経理・

会計処理関係ソフト、税務申告等関係ソフト

（ここでは詳述しないが、社会・労働保険手

続きの支援ソフトもある）、勤怠管理・給与ソ

フトの、大きく３種類（（１）の受発注等業務

管理ソフトと併せれば４種類）に分けられる。

その他に、その企業の規模にもよるが、これ

ら各機能について、ベンダーのソフトを使わ

ず、部分的にエクセルなどの表計算ソフトを

利用しているケースもある程度想定されると

ころである。各種ソフトが上手く連携してい

れば、バックオフィス業務はデータで連携さ

れ、効率化されるだろうが、実際にはどうだ

ろうか。 

 おそらく、全ての機能について、同一ベン

ダーの「〇〇シリーズ」を統一して使ってい

れば特にストレスはなさそうだが、各種機能

間でベンダーが異なるソフトや自社独自の

（あるいは親会社の）システムを使ったり、

一部エクセル等の一般的表計算ソフトを使っ

ていたりした場合には、気を使ってＣＳＶ変

換をせざるを得ないケースや、場合によって

は手入力等で対応せざるを得ない場面も想定

される。各機能ソフト間の繋ぎ方について、

各社のソフトごとに一定程度カバーはしてい

るが、業界共通の一定のルール・フォーマッ

トをセットして一般化できればデータの取り

こぼしが防げるのではないかと思われるとこ

ろである。【提言１ 標準連携フォーマットの

必要性】 
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⑶ 決算、国税・地方税、その他社会保険等

の申告・納付手続き－当局側の課題－ 

 国税庁ホームページ(21)によると、令和３年

度の所得税申告におけるオンライン（e-Tax）

利用率は 59.2％、法人税申告で 87.9％である。

所得税の利用率は令和２年度に５割を超え、

また法人税申告については平成 30 年度に８

割を超えるなど、これまで様々な利便性の向

上策を施しながら順調に推移しているものの、

所得税で言えば、残りの４割をどうオンライ

ン化するかが課題である(22)。 

 地方税に関しては、令和３年（2021年）11

月の「地方税における電子化の推進に関する

検討会とりまとめ」 (23)には、「令和２年度

（2020年度）において、法人道府県民税・法

人事業税等の申告にかかる eLTAX（地方税ポ

ータルシステム：インターネットを利用して

電子的に地方税における手続きを行うシステ

ム）利用率は 77.2％、個人住民税の給与支払

報告書の提出にかかる同利用率は 57.2％」と

ある。なお、今後の課題として、e-Tax との

ユーザーインターフェイスの統一やマイナポ

ータルとの連携、さらに「納税者の意見を十

分に聞きながら」としながら、電子申告・提

出の義務化の対象範囲の拡大にも触れられて

いる。 

 社会保険の中でも、年金の手続きに目を向

けると、日本年金機構の令和４年 11 月の文

書「電子申請利用促進」(24)によれば、主要７

届（資格取得届や算定基礎届など）の令和４

年９月時点までの一年間で電子申請の利用率

は 64％で、これは令和元年と比べ 41ポイン

トの増加とある。 

 労働保険については、「オンライン利用率引

き上げに係る基本計画（令和３年 10 月 22

日）」(25)による令和元年度の数字では、総手続

き件数の多い「労働保険料の申告（継続）」手

続きで当時のオンライン利用率が 10.7％、令

和８年度末の目標が 30％となっており、厚生

労働省のホームページでは、労働保険の電子

申請について場面に応じた説明動画が用意さ

れており、目標に向かって取り組んでいる様

子がうかがわれる。 

 以上、オンライン手続きの現状を可能な範

囲で紹介したが、上記各ホームページを見る

と、各機関がそれぞれユーザーインターフェ

イスを含めた分かり易さに工夫を施し取組み

を進めていることは感じられるが、全体的に

は、認証の場面(26)については共通して取組み

を進めているものの、それ以外は手続きごと

に対応せざるを得ず、各役所の窓口に紙の申

告書をセットして提出していたことを電子に

置き換えた「紙をそのまま電子化」、また、そ

のこととも関連するがそれぞれの当局がそれ

ぞれの電子化を進める「縦割り感」が否めな

い。 

 具体的には、例えば、会計・経理・給与関

連では、日々の経理・計算から会計処理・決

算・申告と業務が進むのであろうが、法人税

で言えば別表を法令で定められた様式に合わ

せて作成、地方税やその他の手続きについて

も、従来からの紙ベースを主とした各種様式

どおりに申告書・明細書等の添付書類を作成

するなど、各種の目的に合わせた中間作成資

料はそのまま引き続き作成・提出を求めてい

るであろう。また、後述するが、給与面につ

いては、その合計としての計算結果が会計デ

ータとなるのみならず、各人別の給与支払い

から源泉徴収・特別徴収、社会保険・労働保

険等の各種の手続きに流れていくのだが、元

データの中身は「ある従業員に対する給与の

支払い」と共通の、かつ、一つのものであり

ながら、その直後から別々に枝分かれして計

算・申告等に流れていく。つまりは、同じよ

うな内容のデータをルーツとする（原始証拠

資料でもある）ものの、目的に合わせて別々

の中間作成資料（添付書類）を作成し、また、

多方面に流れていく手続きを別々に実行しな

ければならないのである。 

 また、いわゆる企業が保有する事業用の償



税大ジャーナル 2024. 2 

 

11 

却資産については、経理を経た法人税申告・

事業者の所得税申告においてはフローとして

の減価償却費が減算項目となり、市区町村へ

の固定資産税においてはストックとしての資

産価値が課税対象となるが、「資産の価値」の

部分については共通である。 

 これら、給与関連データや償却資産など、

（ほぼ）同じデータを別々に徴求しているケ

ースがあれば、効率化の観点から統一化、つ

まり一つの資料を用意するだけで対応できる

ようにする必要があるのではないだろうか。

【提言２ クラウドの活用による提出、調査・

検査対応】 

 なお、民間ベンダー各社等からも本稿と関

連する各種問題提起がなされている。全て紹

介はできないが、その概要を以下に記載する。 

・ 「これまでの取り組みは、紙を電子化す

る、例えば確定申告書を電子的に送信する、

という観点に留まっており、デジタルを前

提とした申告・納税プロセス全体の見直し

には至っていない。…（途中省略）…申告

データの作成等の前工程におけるデジタル

の活用には改善や効率化の余地があり、社

会全体としてのコストの最小化を実現でき

ていない。」（2020年６月 25日社会的シス

テム・デジタル化研究会「社会的システム

のデジタル化による再構築に向けた提

言」）(27)。 

・ （上記提言を受けて）年末調整制度につ

いて、「デジタル技術を浸透させることで社

会全体としての効率を抜本的に向上させ、

社会的コストの最小化を図るためには、デ

ジタルを前提として業務プロセスの根底か

ら見直すデジタル化（Digitalized/Digitalization） 

が必要である。」、具体的には従業員の扶養

情報、月次の給与支払いや源泉徴収の実績、

各種控除証明データを発生源からリアルタ

イムに収集し、翌年一月以降に年税額・過

不足額を算出することを提言している

（2021年６月３日社会的システム・デジタ

ル化研究会「デジタル化による年末調整の

新しいあり方に向けた提言」）。 

・ （2022年４月から開始した）法定調書の

参照方式(28)は、官にとってはメリットがあ

るが民にとってのメリットはやや曖昧。各

種申告に至るまでに様々な中間生成物が必

要となるので、それが共通化されたり不要

になったりするのであれば民にもメリット

がある（2022年 11月 29日 freee株式会

社担当者との意見交換）。 

・ パーソナルデータを「国が管理」すると

いうことに対するネガティブな国民感情が

あるが、例えば行政間であるいは官民でデ

ータ連携が行われて、複雑な手続きを自ら

アクションしなくてもできるようになれば、

また、一つの役所への手続きでデータが連

携されれば（国民タッチポイントの導線が

一つ）、データを「預けたら得する」風潮へ

のシフトもあり得るのでは（2023年２月８

日 ＮＴＴデータ担当者との意見交換）。 

Ⅲ 「現状と課題」を踏まえた対応策 

１ 「本業」の受発注、納品・支払（企業間

取引）データの管理 

 まず、「本業」の受発注、納品・支払データ

の管理については、ＥＤＩの標準化や拡大、

共通化の取組みが解決策となり得、前述のと

おり中小企業庁を中心に中小企業ＥＤＩ共通

化の動きが進んでいるが、その他にも注目す

べき取組みがある。一つは、中小企業ＥＤＩ

のところでも紹介されているＺＥＤＩとの連

携で、これにより前述した取引記録等のデー

タ化のみならず決済管理もデータ化により効

率化する。また、今一つは、令和５年（2023

年）10月からのインボイス制度開始に合わせ

たデジタルインボイスの取組みである。 

 ＺＥＤＩは、一般社団法人全国銀行協会（全

銀協）のホームページ(29)によれば、支払企業

から受取企業に総合振込を行うときに、支払

通知番号・請求書番号など様々なＥＤＩ情報
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の添付を可能にすることにより入金消込業務

が効率化され、企業における資金決済事務の

効率化が可能となる仕組みで、具体的には、

ＺＥＤＩの稼働開始（2018 年 12 月 25 日）

以前は、総合振込のフォーマットのＥＤＩ情

報欄が固定長形式 20 桁に限られていたのに

対し、稼働後はＸＭＬ形式に変わり多くの情

報を自由に設定することが可能となった。こ

れにより、商流の方でＥＤＩをデータとして

導入している場合は支払管理も含めてデータ

化され、取引全体としてのデータ化が可能と

なるのみならず、その企業にとってデータ化

されたＥＤＩとして導入されていない場合で

も、ＺＥＤＩにより取り入れられたデータを

取引記録として販売等管理や経理・会計シス

テムに引き継ぐことも可能になると思われ、

本業取引の現状では取り残されている部分の

データ化を促すポテンシャルを持った取組み

であると期待できる(30)。なお、令和５年（2023

年）１月 25 日の日経産業新聞では、岐阜県

が、金融機関やシステム会社と協力して、企

業間のＥＤＩシステムを生かした「ＥＤＩデ

ータ連携共通基盤システム」を開発し、今後

事業者最大約 100社が参加して実証実験を行

う旨が紹介されている。 

 次に、デジタルインボイスについて、デジ

タルインボイス推進協議会 (31)のホームペー

ジによれば、その利活用により、「請求から支

払、さらにはその後のプロセスである入金消

込と言った会計・税務の業務についても、エ

ンド・トゥ・エンドでデジタルデータがつな

がり、事業者のバックオフィス業務全体が効

率化する」ものとされ、「取引全体のデジタル

化が進むことも期待される」とあり、わが国

のデジタルインボイスの標準仕様である「JP 

PINT」も「Peppol(32)対応サービスの提供が

可能となるよう必要な更新が行われていく」

とされている。デジタルインボイスの普及に

よっても、ＺＥＤＩと同様、あるいはそれ以

上に、本業取引が途切れることなくデータ化

されていくものと期待される。なお、更に今

後の発展形としての将来の仮定ではあるが、

仮にデジタルインボイスによる取引記録が取

引後速やかに（セキュリティ確保の上）クラ

ウド等にアップされ、社会的にも信用情報と

して認知されるようなものとなれば、例えば、

新型コロナ感染症拡大による事業者への「持

続化給付金」(33)申請の際には、売上げ減少を

明らかにするために確定申告書類の控えとと

もに売上げ減少となった月の売上台帳の写し

などが必要であったが、こういった場合に証

明データとして使うことができるようになる

かもしれない。 

 いずれにせよ、上記のとおり、各種取組み

が官民挙げて進んでいるところであり、その

取組みの進展と成果に期待したい。将来像

2023 もこれらの取組みを国税組織を挙げて

支援する趣旨がにじみ出ているものと思われ

る。 

 

２ 各種ソフト、システムの連携【提言１ 標

準連携フォーマットの必要性】 

 企業内部のバックオフィス業務については、

前述のとおり、ベンダーごとに様々な局面に

対応するソフトのラインアップが豊富ではあ

るが、一つのベンダーのシリーズに統一する

ことができればいいが、各社それぞれどうい

うシステム構成にするかは事情が異なるであ

ろう。総じていえば、使用するソフトが異なっ

てもスムーズに苦労なくデータが引き継げる

ようにできることが望ましい。以下局面ごと

に検討する。 

 まず、各社経理・会計ソフトのターゲット

となっている経費支払い等、特に小口かつ少

量の支払取引のデータ取込みについては、実

情に鑑みれば、現金払い等企業にとって記録

が残らない支払いから、クレジットカード決

済・銀行振込みや各種 pay払い等、支払いが

データで記録されるものにシフトしていく

（発生源のデータ化）ことがベターである。
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現状、企業内の関係部署が多く、各社各様で

のバラバラな支払い・精算となっている場合

でも、従業員による立替現金払いを減らし（な

くし）、内容・支払実績がデータとして残るも

のに代えていければ、データ化やチェックを

ある程度効率化でき、締切り遅延なども防止

できる(34)。それほど先進的な取組みとは言え

ないかもしれないが、まずは経理主導で「デ

ータが残る支払方法」に従業員を誘導してい

く必要がある(35)。なお、これら小口の経費払

いについて、各社各様でチェックをしている

と思われるが、会計士や税理士、ベンダー等

第三者によるコンプライアンスチェックをど

の程度している（していた）のかを記録・提

示(36)することができれば、税務当局が調査の

必要性を判断する際に参考となるかもしれな

い。 

 次に、従業員の勤怠管理・給与計算の事務

の関係では、毎月の給与の支払いを経理・会

計ソフトに流す標準フォーマットも必要だろ

うが、「経理・会計」に必要な範囲に限定する

と、個々の従業員に何の名目でいくら払った

かまでのデータは不要で、総額を転記すれば

事は足り、それほど難しいフォーマットには

ならないと思われる。むしろ、後述するよう

に、個々の従業員に対する給与支払い実績は、

国税の源泉徴収・地方税の特別徴収手続き、

健康保険・年金等の社会保険料の算定、雇用

保険・労災保険の労働保険料といった様々な

算定・手続きに流れていくこととなるため、

標準フォーマットとともに、一つの（クラウ

ド上の）データを各関係当局が参照できるよ

うにすれば、社会全体で見た場合のデータの

重複が避けられるようになる。また、仮に超

過勤務管理にかかる労働基準監督署の検査や、

源泉徴収にかかる税務署の調査などに対応す

る場合でも、「提出」・「保存」とも、単一の原

始データが活用可能となる。 

 販売等業務管理ソフトと経理・会計ソフト

との連携（１で述べたＥＤＩ共通化等でカバ

ーできない部分）については、販売等業務管

理ソフトから決算書作成や申告に必要十分な

範囲で売上げ・仕入れ等のデータが経理・会

計ソフトに流せればいいが、消費税の計算を

考えると総額だけでは足りず、一つ一つの取

引データに課税売上げ・課税仕入れの消費税

額を含めたデータが各別に連携されていく必

要があるだろう。この点は１で述べたとおり、

電子インボイスデータの活用によるデータ連

携・効率化が期待されるところであり、この

点については、既に様々な取組みが進められ

ているのでこの稿では詳述しない。 

 次に、例えば（償却）資産管理の分野にお

いては、資産管理ソフトや独自の資産管理ツ

ールから経理・会計ソフトを経由して国・地

方税申告ソフトへ必要なデータを連携させて

いく必要があるが、前述の給与データと同じ

く、資産管理データを経理・会計ソフトへ連

携するだけでなく、法人税の損金ともなる減

価償却費算定を裏付ける法人税別表十六及び

固定資産税賦課決定の根拠となる償却資産申

告書のデータの類似性(37)に鑑みて、必要なデ

ータや計算の仕組み等を国・地方の協議等に

よって整理の上、一つの（クラウド上の）デ

ータを国税当局と地方税当局とが参照をする

方式の導入も望まれるところである。この点

についても後述する。 

【提言１】 ベンダーが異なるソフト間で

あっても、例えば、勤怠・給与ソフトから

経理・会計ソフトと国地方税・社会労働保

険料申告ソフト、販売等業務管理ソフトか

ら経理・会計ソフト、（償却）資産管理ソフ

トから経理・会計ソフト・国地方税申告ソ

フト、など、各機能間でスムーズにデータ

が引き継げるような標準連携フォーマット

か、それに代わりうるような工夫が、ベン

ダー各社や当局などの合意のもとで定めら

れないか。 
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３ 原始データの共有【提言２ クラウドの

活用による提出、調査・検査対応】 

 ここでは、特に各従業員への給与支払いデ

ータを念頭に、原始データをクラウドに上げ

て、それを必要な税・保険当局が参照すると

いう点について記述するが、その前提として、

申告・申請書の「提出」をどのように捉える

べきか、近年仕組みとして定着しつつある「参

照方式」の概要はどのようなものか、を整理

した上で、クラウド活用にかかる提言を行い

たい。 

 

⑴ 「提出」等にかかる考え方の整理 

 「２」の給与関係、償却資産関係のところ

でも簡単に触れたのだが、国税や地方税、社

会労働保険手続き関係で似たような、あるい

は同じデータが各別の計算に使われ、添付書

類としてその元データ、さらにその元データ

を基に作成した中間計算結果が手続きごとに

求められている。単純にこれらを一つにすれ

ば、言い換えれば、給与であれば、各人別の

一つのデータを各当局がそれぞれ参照可能な

共通クラウドのようなものにアップロードし

て、そのデータを、参照権限のある当局がそ

の参照権限に応じた部分を参照できる（必要

な場合にはダウンロードする）こととすれば、

この分野でのＤＸは加速するのではないかと

思われる。おそらく現在提出を求めている中

間作成資料は、元データさえあれば自動的に

計算可能であろうことから不要となる。 

 しかし、これら手続きにはそれぞれ法令上

の根拠があり、国税を例にとると、現状、各

税法には申告書の「提出」にかかる手続きが

定められ、それとともにその様式も定められ

ている(38)。具体的には、国税通則法第 17 条

第１項には「申告納税方式による国税の納税

者は、国税に関する法律の定めるところによ

り、納税申告書を法定申告期限までに税務署

長に提出しなければならない。」と定められ、

法人税法にはその第 74 条第１項に「内国法

人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以

内に、税務署長に対し、確定した決算に基づ

き次に掲げる事項を記載した申告書を提出し

なければならない。」（各号省略）と定められ

ている。また、申告書の様式については、法

人税法施行規則第 34 条に「法第七十四条第

一項第六号（確定申告）に規定する財務省令

で定める事項は、次に掲げる事項とする。」（各

号省略）、とされ、同第二項に「確定申告書（括

弧内省略）の記載事項及びこれに添付すべき

書類の記載事項のうち別表一、…（途中省略）

…別表十八（三）まで（括弧内省略）に定め

るものの記載については、これらの表の書式

によらなければならない。ただし、…（以下

省略）。」と定められ、一旦は「申告書」とい

う紙、「別表」という定められた様式、つまり

「表の書式」により「提出」しなければなら

ず、窓口提出・郵送など何らかの方式により、

それらの紙が物理的に税務署の窓口に届いて

処理されていくということが法令上予定され

ている。 

 もちろん、e-Tax 等により電子化を進めて

おり、法令上も電子化の一般法である「情報

通信技術を活用した行政の推進等に関する法

律」や、これを国税側で受けた「国税関係法

令にかかる情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する省令」で、書面の提出に代えて

電子的に提出するという途が開かれているわ

けだが、こういった提出書類の電子化は、現

実には、多くは各種定められた書面の様式を

ベースに、書面様式に表記すべきデータを漏

れなく用意して送信するような手順となって

おり、現状はまだ「紙」の申告書・添付書類

の様式を基に、様式記載のデータは変えずに、

電子データに置き換えて送信を行うような形

となっている(39)。他方で、例えば個人所得税

の確定申告書等作成コーナー(40)のように、画

面に従って必要なデータを入力等していけば、

所得税の確定申告書の様式を意識しないまま

手続きが完結するものも用意されているが、
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こういうケースは例外的なものにとどまると

言えよう。将来的には全ての手続きにおいて、

何らかの形で必要なデータの入力や参照で、

「紙」時代の様式を意識することなく最初か

ら最後までデータで手続きが完成できるよう

なやり方が望まれるところではあるが。 

 つまるところ、これまでに実施した電子化

は、概ね紙での提出が予定されていたものを

電子的に代替することが主であり（その意味

で電子化の「基本原則」は道半ばと思われる）、

冒頭に述べたようなデータの共通化をするに

は、各手続法令等の改正が必要となる場面も

ある。国税だけではなく地方税や社会・労働

保険の各手続き法令等も改正が必要なケース

もあろう。この分野は各当局だけでなく、Ｉ

Ｔ関係、ソフトベンダーや事業者もよく意見

を出し合って、「申告と様式」から「申告とし

てのデータと付属して提出すべき基データ」

とに発想を転換していく必要があるのではな

いか。 

 

⑵ 参照方式とそのデータの活用 

 「電子的提出」を一歩進めた、いわゆる「参

照方式」も実践が始まったところである。例

えば、源泉徴収票や報酬、料金、契約金及び

賞金の支払調書などの法定調書については、

令和４年１月から、認定クラウド等(41)の提出

領域に法定調書データを記録し、税務署長に

対して当該データを閲覧し、及び e-Taxに記

録する権限を付与することにより法定調書の

提出ができるものとされている(42)。更にこの

法定調書データは、同５年１月から、その支

払いを受ける者が、所得税の確定申告を行う

際にマイナポータルを経由して法定調書デー

タを取得し、申告書の該当項目に自動入力が

可能な仕組みとなっている。今後の姿につい

ても、将来像 2023 に、どのような分野でデ

ータが取り込まれ、納税者がそれを活用でき

るようになるのかが表されている。 

 

⑶ 参照方式のさらにその先（当局のアクセ

ス権） 

 これまで、申告書等の提出に代えてのデー

タ提出や参照方式という新しいデータのやり

取りについて見てきたが、ここでは納税者か

ら提出されるデータそれぞれの性質について

も検討していきたい。つまりは、同じデータ

でも、いわゆる「申告」すべきデータ、国税

で言うと課税標準や税額となるだろうが、「申

告」することに意味があるものと、そうでは

なく、計算（過程）根拠だったり証拠となる

データだったりと、データごとに異なる意味

付けがあり得る。 

 まず、「申告データ」については、「課税標

準は〇〇〇円です」、「納付すべき税額は〇〇

〇円です」と納税者が宣言し、一旦はそれが

確定税額（課税標準）となる、という法的性

質を持つので、そのデータが納税者からの宣

言であり、当局も納税者の申告（宣言）とし

て受ける趣旨があり、単なる計算（過程）根

拠・証拠データとは性質上異なる。次に計算

（過程）根拠や証拠データは、申告データと

は性質が異なり、「課税標準が〇〇〇円です」

だけではその数字が正しいのかどうかわから

ないのでそれを補足する意味があるのと、証

拠データは、申告データが「結果」、計算（過

程）根拠が「途中経過」だとすると、基デー

タとしての意味がある(43)。計算（過程）根拠

の部分は、通常は基データがあれば計算可能

なので、紙での処理の時代はともかく、今後

は徐々にその添付・提出の必要性が薄れてい

くであろう。社会全体の電子化の進捗を見な

がらであろうが、随時の見直しが待たれると

ころである。 

 なお、「申告データ」については、①法令で

義務付けられた「提出」となろうが、計算（過

程）根拠データや証拠データについては、法

令で義務付けられたものもあれば(44)、②必ず

しも義務付けられていないものもある。この

ほか、「提出」は求められていない資料でも、
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法令等により保管が義務付けられ、あるいは

義務付けられていなくとも当局による後の調

査・検査等に対応するために、各種データを

補完・証明するための更なる証拠データもあ

りうるなど、「申告データ」以外のデータも、

その意味合いはそれぞれである。 

 これらを踏まえると、法定調書をクラウド

にアップロードする参照方式がすでに実践さ

れているように、様々な申告書（データ）を

納税者がクラウドに上げて当局の参照が可能

になったことをもって、「申告」あるいは「提

出」とするとともに、計算過程のデータ、中

間作成資料は極力省略しつつ、証拠データ（及

び更なる証拠データ）はその性質によって、

当局が常時参照すべきものならば当局がアク

セスできるクラウドにアップロードし、調査・

検査等で当局が参照すべきものならば、必要

な際に当局が（いったんは閉鎖されていた）

クラウドへのアクセス権を得て参照するよう

に設計していくのが、社会全体の重複データ

の排除の観点からは望ましいのではないだろ

うか。なお、証拠データについて、当局が常

時アクセス可能とするのか、あるいは、当局

が手続きを経てアクセス権を得るのかは、基

本は現状の整理に基づいて、現在でも申告等

に添えて提出すべきものであればアクセス可

能に、そうではなく質問検査権等調査権の行

使後、納税者（国民）の了解を得てアクセス

すべきものであればアクセス不可に、とすれ

ばよさそうだが、実際の整理については現状

を踏まえつつも根気強くデータの性格を見極

めて、よく協議の上検討していく必要がある

だろう。 

 

⑷ データの整理と各当局による必要データ

の統合（給与関係データを例として） 

 これまで述べてきたように、「申告として必

要なデータの提出」は当局が常時参照可能な

クラウドにアップロード、（極力省略するもの

の）計算過程・根拠データ・証拠データ（基

データ）も、これまで提出されていたものは

当局が参照可能なクラウドにアップロード、

それ以外の納税者（国民）保管の更なる証拠

データは当局が納税者（国民）の承諾を得て

アクセス、と原則だけを掲げたところだが、

実際にどのようなデータをどのようなところ

に保存（アップロード）すべきなのかが問題

となる。 

 まず、現状、国税の源泉徴収としては、個々

の従業員に対する支払い給与に対応する源泉

徴収税額を計算し、その合計額を納付書によ

り納める（１事業者で１枚の納付書）ことと

しており、税務署に提出されるのは合計結果

が記載された納付書のみである。次に地方税

の特別徴収については、前年の所得等により

計算され賦課決定がなされた特別徴収額を

個々の従業員の給与から引き去って、その合

計額を同じく納付書によって納めるが、納付

書は従業員居住の市町村の数だけ作成しなけ

ればならない（eLTAXを使えば一度送信すれ

ば済むが）。厚生年金保険料や健康保険料、介

護保険料については、４～６月の給与支払額

を基に算定（定時決定）した標準報酬（賞与）

月額×保険料率の合計額は、例えば年金保険

料であれば日本年金機構から事業所へ「保険

料納入告知額通知書」等の送付があるのでそ

れに従って納付（事業者負担分も加算）する

こととなる(45)。雇用保険料・労災保険につい

ては、「賃金総額×（業種ごとの）（労災保険

率＋雇用保険率）」により計算した概算保険料

を６月１日から７月 10 日までに申告・納付

し、一年後の同時期に確定保険料（概算保険

料と実際の支払いに基づく保険料の差額）を

申告・納付することとなる。金額によって延

納も認められる。なお、労災保険は全額事業

主負担、雇用保険は従業員負担分を毎月の給

与から控除することとなる。 

 これら全体の手続きを概観すると、国税に

ついては支払いの都度リアルタイムで源泉徴

収税額が決まる(46)のに対し、地方税・年金等
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保険料・雇用等保険料は一時期に賦課決定あ

るいは定時決定、概算額を算出したものを基

に各支払いにかかる税・保険料を計算し納付

するという手続きとなっている(47)。税も保険

料も、収入と負担との見合い、という観点か

らは、リアルタイムでの納付が本来望ましい

のかもしれないが、現行制度のままで地方税

や社会・労働保険料もリアルタイムとして更

に源泉徴収の年末調整類似の手続きを導入す

るのは、企業の事務負担の観点からなかなか

理解が得られないかもしれない。リアルタイ

ム性はともかく置くとして、いずれにしても、

税・保険料の金額の算定は、事業者がその従

業員に支払った給与額が基準となる点では共

通であるため、ある従業員に支払った給与等

の金額は、厳然たる基データとしてそのデー

タを事業者の責任の下に各当局が常時参照可

能なクラウド領域にアップロードし、各当局

が必要に応じてダウンロード、あるいは参照

する方式が、データの保存等の面で効率的で

あり、かつ、前述のリアルタイムでの納付の

実現にも道を開くものなのかもしれない。 

 なお、償却資産にかかるデータについても、

法人税においては減価償却費の算定根拠とな

り一定のデータ提出が求められ、また、固定

資産税の課税標準としてもデータ提出が求め

られているため、上記の給与支払いと同様の

ことがいえるが、他にも一つのデータが各当

局によって取得・参照されるようなものがあ

れば、極力標準化を進めていくべきとも考え

られる。 

【提言２】 事業者から各従業員への支払い

給与など、様々な当局がそれぞれの計算で

税や保険料の算定根拠としているものにつ

いては、関係当局や民間ベンダー・事業者

等間の協議により、一の標準データ形式を

定め、「申告」や「提出」といった考え方を

整理・必要な制度改正等を経た上で、標準

データのクラウドへのアップロードと、そ

れを必要な当局が取得、あるいは参照する

方式がとれないか。 

Ⅳ 結びに代えて－上記二つの課題を進める

ための枠組み（協議体の提案）－ 

 以上二点、すなわち、①共通連携フォーマッ

トの策定と②クラウドを前提としたデータの

持ち方の整理を実行するためには、まずは、

①については民・民での調整・統一化が、②

については官民、特に各種提出を求めている

国税、地方税、社会・労働保険部局間におけ

る調整・統一化と、民の意見も取り入れた上

での中間作成文書やデータの整理が必要であ

り、また、その検討結果を踏まえた法令等の

改正が必要となるため、かなりの労力を要す

ると想定される。さらにはこの稿を執筆をし

ている時点では①、②とも国際規格的なもの

は探せなかったのだが、そのようなものがあ

るのか、あるとしたら国際規格的なものとの

整合性についても検討をしなければならず、

ここにも一定の労力を要する。 

 しかし、社会全体のＤＸのためには、現状

の、様々なデータ形式・様式が競争社会の下

であるいは行政の機能分担(48)によって乱立

している状況から、データやフォーマットを

共通化してシンプルで無駄がなく、データ処

理の局面でもシステムに負荷をかけないデー

タとしていくことが必要不可欠であり、調整

は難しくとも、関係者が参加する協議体を作

り、関係者が一定程度の妥協の下に共通の理

解を図り、合意のもと段階・目標を決めて進

めていくべき事項ではないかと思う。 

 この協議体は広く関係者が参加すべきもの

であることはもちろんだが、合意形成による

社会全体のＤＸ促進が最大の目的であるため、

民間における競争の優位性や各当局の権限強

化・情報収集の過多などを極力抑制しつつ、

ある種関係者全員の妥協を基本に進めなけれ

ばならないものと思われる。当局の参画もも

ちろん必要ではある（政治的リーダーシップ

が必要かどうかは不明）のだが、民間ベンダ
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ー等の代表者が発起人的立ち位置で各当局に

も広く参画を促して協議体発足に動くような、

民主導の取り組みを期待したいところである。 

 

 

(1) 令和元年７月経済産業省「『ＤＸ推進指標』と

そのガイダンス」１頁には「企業がビジネス環境

の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を

活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサ

ービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業

務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土

を変革し、競争上の優位性を確立すること」と記

載されている。 

(2) 担当者にヒアリングをしたわけではなく著者

の私見である。 

(3) https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_ 

serivice/digital_transformation/pdf/20180907_ 

03.pdf（令和５年９月８日最終閲覧） 

(4) 紙であれば物理的な保管スペースが、データで

あれば保存するためのデータベースの容量が必

要となる。いずれも量が多ければ多いほどコスト

高となる。 

(5) ②、③の関連で、多数の取引先への請求・支払

い業務も負担となっている。発注側企業の場合多

数の納入側企業から異なるフォーマットでやっ

てくる請求依頼の処理に加え、入金処理（振込）

に関しても、仮にインターネットバンキングを利

用したとしても、複数金融機関ごとに違う処理を

複数の口座に対して入金を実施する必要がある。

マルチバンキング対応のサービスのニーズがあ

りそうだが、この稿では詳述しない。 

(6) なお、この稿では、棚卸や資産の現物チェック

等、デジタル化によっては省略できない事務につ

いては記載していないが、現物と帳簿の整合性に

ついてのＤＸの取組も望まれるところではある。 
(7) 中小企業庁ホームページ「https://www.chusho. 

meti.go.jp/keiei/gijut/edi.htm」（令和５年９月８

日最終閲覧） 

(8) 特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ協会

ホームページ「https://www.edi.itc.or.jp/edi」（令

和５年９月８日最終閲覧） 

(9) 貿易円滑化と電子ビジネスのための国連セン

ターをいい、国連域経済委員会の一つである国連

 

 

 

 

欧州経済委員会の下部機関で、各国政府と専門家

レベルで緊密な連携を有しているとのこと 

（https://www.jastpro.org/pages/34/、令和５年 

９月８日最終閲覧） 

(10) 同社ホームページ（https://it-trend.jp/award/ 

2022/payroll-system）による。令和５年９月８日

最終閲覧。 

(11) 同社ホームページ（https://www.yayoi-kk.co. 

jp/products/）による。令和５年９月８日最終閲覧。 
(12) 日常の取引データを会計データに自動仕訳し、

弥生シリーズに自動的に取り込むサービス・機能。 
(13) 社会保険の定時決定としての「算定基礎届」の

作成や、労働保険料の申告用の資料の作成にも対

応している。 

(14) 年末調整については、同ソフトの「年末調整ナ

ビ」機能に従って扶養者情報や支払保険料等のデ

ータを入力すれば正確に年末調整事務を行うこ

とができ、源泉徴収票・給与支払報告書・法定調

書合計表などが作成できる。 

(15) 同社ホームページ（https://www.freee.co.jp）参

照（令和５年９月８日最終閲覧） 

(16) 同社ホームページ（https://support.freee.co.jp/ 

hc/ja）（令和５年９月８日最終閲覧） 

(17) 同社ホームページ（https://www.freee.co.jp/hr/ 

features-list/）（令和５年９月８日最終閲覧） 

(18) https://biz.moneyforward.com/tax_return/ 

（令和５年９月８日最終閲覧） 

(19) 他に CSVによる連携についても記載。 

(20) https://biz.moneyforward.com/accounting/? 

pattern_acounting=2022_396_02（令和５年９月

８日最終閲覧） 

(21) https://www.e-tax.nta.go,jp/topics/topics_ 

202208riyozyokyo.htm（令和４年８月 12日付プ

レスリリース、令和５年９月８日最終閲覧） 

(22) なお、個人事業者のうち４割近くしか会計ソフ

トを利用していないのに e-Tax 利用割合が約６

割であることを奇異に感じる向きもあるかもし

れないが、個人事業者（国税庁ホームページ 
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（https://www.nta.go.jp/information/release/ 

pdf/0023005-53.pdf）によれば、令和４年分確定

申告の納税人員（所得税の申告納税額がある方）

の中でも事業所得者が 163万８千人）であるのに

対し、事業所得者以外が 489万６千人いることか

らしても、事業所得者の全体に占める割合がそれ

ほど高くないことからリンクはしない。 

(23) https://www.eltax.lta.go.jp/news/04514/とり 

まとめ.pdf（令和５年９月８日最終閲覧） 

(24) https//www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/ 

cooperator/nenkiniin/7files/shiryo4.pdf 

（令和５年９月８日最終閲覧） 

(25) https//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 

bunya/hokabunya/kansoka/kihonkeikaku.html 

から入手（令和５年９月８日最終閲覧） 

(26) 個人であればマイナンバー認証、法人であれば

G ビズＩＤ認証を共通認証として使用するケー

スが広がってきている。 

(27) https://www.yayoi-kk.co.jp/company/press 

release/20200625.html。具体的には短期的には

電子インボイスの仕組みの確立、中長期的には確

定申告、年末調整、社会保険の各種制度等につい

て、デジタルで最適化された業務プロセスとして

の再構築、行政／民間を通じた大幅な社会的コス

ト低減を提言している。また、これに関連して弥

生株式会社岡本浩一郎社長のブログには、それま

で制度・法令に粛々と対応してきたが、配偶者（特

別）控除制度の複雑化を機として提言に至った思

いが述べられている。 

(28) 従前の「提出」に代えて、法定調書データをク

ラウドに提出義務者がアップして、提出先（国）

のアクセス権を付けることにより、当局が「参照」

できる方式となった。 

(29) https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/ 

smooth/sml/（令和５年９月８日最終閲覧） 

(30) 令和５年（2023年）３月８日付日経新聞には、

ＺＥＤＩが電子インボイスに対応し企業が請求

から決裁までをデジタルで一括でできる仕組み

を整える旨の記事が掲載されている。 

(31) 日本国内で活動する事業者が共通的に利用で

きるデジタルインボイス・システムの構築を目指

し、デジタルインボイスの標準仕様を策定・実証

し、普及促進させることを目的として設立された

協議会（https://www.eipa.jp/about-us、令和５年

９月８日最終閲覧）。 

(32) Pan European Public Procurement Onlineの

略。欧州発祥のグローバルな標準仕様。 

(33) 経済産業省ホームページ（https://www.meti. 

go.jp/covid-19/index.html、令和５年９月８日最

終閲覧）参照。現在、申請は終了している。 

(34) なお、例えばコンビニ現金払いについて、電子

レシート表示機能を持つコンビニアプリもある

が、これらも（現時点ではどのようにデータを取

り込むのかはわからないものの）データである限

り将来的には連携可能な仕組みにできるのでは

ないかと思われる。 

(35) その上で、データで経理の仕分けに吸い上げら

れるものの中でも、より情報量が充実した手段に

シフトしていくことが望ましい。 

(36) 例えば、「〇年〇月〇日、支払いデータＡとＢ

について、使途と業務との関係が不明瞭だったの

で、担当者に使途を確認したところ、取引先の要

望による突発的な対応を求められたために△△

の支払いを行ったことが判明した。税理士〇〇」

などと記録し、あるいは、ベンダーソフトの機能

によりＡＩによるチェックを実施するなどし、そ

の記録も含めて当局に提示するというようなも

の。 

(37) 各種の取得した資産の種類、取得年月日、耐用

年数などを資産ごとに記載する。 

(38) 法人税の場合は法人税法施行規則（財務省令）

により別表様式が定められている。 

(39) その意味で、「情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律」第２条に書かれているよう

な基本原則はなかなか実現されていないという

ことができるかもしれない。また、中には申告・

手続きを必要とする者がそれほど多くない税目

にかかる手続きについて、イメージデータ（ＰＤ

Ｆ形式）での e-Tax 送信が可能なケースもある

（相続税の第３表「財産を取得した人のうちに農

業相続人がいる場合の各人の歳出税額の計算書、

https;//www.nta.go.hp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ 

sozoku/annai/r03pdf/C13.pdf（令和５年９月８日

最終閲覧）参照）。 

(40) 国税庁ホームページ（https;//www.keisan.nta. 

go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl）（令和５年９月８

日最終閲覧） 

(41) 国税庁告示で定める要件に適合することにつ

き、クラウドサービス事業者等が国税庁長官の認

定を受けているクラウドサービス等で、法定調書
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の提出に利用されているものをいう（https;//www. 

nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/cloud/） 

（令和５年９月８日参照）。 

(42) 国税庁ホームページ（https;//www.nta.go.jp/ 

taxes/tetsuzuki/shinsei/cloud/）（令和５年９月８

日最終閲覧） 

(43) とはいえ、証拠データといえども、真の意味で

基データである場合もあろうが、相対的には基デ

ータとして位置づけられるもののさらにさかの

ぼって基データが存在することの方が多いであ

ろう。 

(44) 社会のデータ化により不要となれば法令等を

改正することになる。 

(45) 日本年金機構ホームページ（https://www. 

nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/ 

nofu.html）（令和５年９月８日最終閲覧） 

(46) そのことの裏返しとして、月額のみを参考とし

て源泉徴収額を決定しているので、「年末調整」と

いう累計額を基とした手続が必要となる。 

(47) 厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料につ

いては、標準となる報酬額が大きく変わった場合

には随時改定が必要となる。 

(48) 公務員としては使いたくない言葉だが、「縦割

り」のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


